
中高層建築物の
建築紛争の予防と調整

「杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
（昭和53年10月11日条例第37号）」のあらまし

　杉並区では「杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」により、
建築計画の事前公開及び紛争の調整について定めています｡
　この条例は、中高層建築物の建築に係る紛争を未然に防止し、健全な生活環境の維持・	
向上及び良好な近隣関係を確保することを目的としています。建築主の方は､周辺の生活	
環境に及ぼす影響に十分配慮して、建築計画を進めてください。紛争が生じたときは、相
手の立場を尊重し、互譲の精神を持って解決するよう努めてください｡
　近隣住民の方も、要求を一方的に主張することなく円満に話し合うよう努めてください｡

●条例、規則及び様式は、区公式ホームページに掲載しています。
　区公式ホームページ　（URL　https://www.city.suginami.tokyo.jp）で
 「中高層建築物の建築紛争の予防と調整・大規模建築物の事前周知制度」と検索してください。

都市整備部管理課土地利用・建築調整係 ☎03－3312－2111（代表）
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建 築 敷 地 の 用 途 地 域 中 高 層 建 築 物

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

⑴		軒の高さが７メートルを超える建築物
又は

⑵		地階を除く階数が３以上の建築物
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域

⑴		高さが10メートルを超える建築物
又は

⑵		地階を除く階数が３以上の建築物

商業地域 ⑴		高さが10メートルを超える建築物

１. 対象となる中高層建築物

２. 条例に基づく手続きの流れ
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※延べ面積が3,000㎡以上の建築物は、紛争予防条例の他に、「杉並区まちづ	
くり条例」に基づく標識設置等の手続きが必要となります。

※建物用途が斎場の建築物は、紛争予防条例の他に、「杉並区斎場の設置に関
する指導要綱」に基づく標識設置等の手続きが必要となります｡

● 東京都建築紛争予防条例が適用になるもの
　	⑴	延べ面積が10,000㎡を超える中高層建築物
　	⑵	都知事の許可を必要とする中高層建築物
　	問い合せ先：東京都都市整備局市街地建築部調整課建築紛争調整担当　☎	03－5321－1111(代)

● 電波障害に関する問い合せ先
　	ＮＨＫ受信相談	…	☎0570－00－3434　　関東総合通信局	……	☎	03－6238－1945

設置日の翌日から15日後又は30日後に確認申請
等の提出ができます｡

※「5日以内」とは、標識設置日の翌日を1日目として数え、閉庁日（土・日・祝日・年末年始）も
含みます。ただし、5日目が閉庁日の場合は、その直後の開庁日に提出を行えば、「5日以内」と
みなします｡

標識設置日の翌日から
５日以内※

―２―



①標識の設置
　当該敷地の道路（二つ以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分）に
面した見やすい箇所に、設置してください。
　設置期間は、確認申請等（建築基準法等による認定、許可等の申請や、指定確認検査
機関への書類の提出も含む）をしようとする30日前（又は15日前）から､完了検査の申
請等を提出する日までとします。標識の内容に変更があった場合は速やかに訂正し、訂
正後の標識の写真（近景）を提出してください。建築主、設計者、施工者のいずれかを
変更した場合は、建築主等変更届も提出してください｡
●規模別の標識設置日

建 築 物 の 規 模 標 識 設 置 日
延べ面積が５００㎡を超え、かつ、
高さが１０ｍを超える中高層建築物 確認申請等を行う３０日前

上記以外の中高層建築物 確認申請等を行う１５日前

②標識設置届の提出
　標識設置日の翌日から５日以内に、標識設置届を提出してください。提出が遅れた場合
は、確認申請等の提出できる日（標識の設置から15日後又は30日後）が変わります。

●建築計画のお知らせ（標識）※１

建 築 計 画 の お 知 ら せ

建 築 物 の 名 称

建築敷地の地名地番 ※２(住居表示)						　			丁目　	　		番
建
築
物
の
概
要

用 途 敷 地 面 積

建 築 面 積 ※３ 延 べ 面 積 ※３

構 造 基 礎 工 法

階 数 地上　　　地下
階　　　　　階 高 さ

着 工 予 定 年　			月	　		日 完 了 予 定 年　			月	　		日

建 築 主 （住所）（氏名） 電話	　(　　　	)

設 計 者 （住所）（氏名） 電話	　(　　　	)

施 工 者 （住所）（氏名） 電話	　(　　　	)

標 識設置年月日 年	　　　　	　	月　　　　	　		日　　　　

○この標識は、杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関
する条例第６条第１項の規定により設置したものです｡
○上記建築計画についての説明の申出は下記へ御連絡ください｡
	　(連絡先)	　※４　　　　　　　　　　　	　電話	　	(　　　)

90cm以上

90
cm
以
上

※１　販売所：（社）東京都建築士事務所協会		☎03-3203-2601又は（社）東京建築士会		☎03-3527-3100など
※２　住居表示を併記してください｡
※３　増築の場合は、全体の合計数値等を（　　	）書きで併記してください｡
※４　会社名及び担当者名を記載してください｡

●標識の設置例

●標識の設置位置

敷 地

標識

道路

道
路

標識

90cm以上

90
cm
以
上

1m
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③近隣関係住民への説明
　建築主は､近隣関係住民に個別又は説明会の方法により説明してください｡個別に訪問
した際に、お留守の場合は、異なる日に２回以上訪問してから説明資料を郵便受けに投
函してください｡説明会を開催する場合は、開催日の３日前までに、日時及び場所を周
知してください｡
近隣関係住民
ア.	 	敷地境界線から中高層建築物の高さの２倍の範囲内において、土地を所有する

者、建築物を所有する者及び居住する者
　　 ※更地や駐車場の場合は、土地所有者に説明してください｡

イ.		電波障害の影響を著しく受ける者
説明する事項
ア.		中高層建築物の敷地の形態及び規模､敷地内に
　　おける位置並びに付近の建築物の位置の概要
イ.		規模、構造及び用途
ウ.		工期、工法及び作業方法等
エ.		工事による危害の防止対策
オ.		建築に伴って生ずる周辺の生活環境に
　　及ぼす影響(日影※、電波障害等)
　　※日影の説明は､日影図で説明してください｡

④説明会等報告書の提出
　　建築確認申請等の手続きまでに、説明会等報告書を提出してください｡

住民配布用の資料についての
ご注意
　近隣関係住民へ配布する文書(資
料)の中に次の内容を必ず記載して
ください｡
1.  「杉並区中高層建築物の建築に係

る紛争の予防と調整に関する条
例」に基づく説明であること

2.  意見･要望の連絡先

届出等の書類について　(様式は､区公式ホームページに掲載しています｡) 

提出する書類 添付書類

標 識 設 置 届
( 第 ２ 号 様 式 )

正１部 ・・案内図
・・標識設置位置図
・・標識設置状況の写真（標識ごとに遠景と近景（文字が判別
　できるもの））
・・日影図及び近隣関係図（５ページの図にならってください）

副１部 図面や写真は必要ありません（正のコピーも可・表面のみ）
※集合住宅等で「杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱」に該当する場合
は、協議申請書を標識設置の前日までに提出してください。要綱に該当しない場合は、住戸数と各
住戸の専用面積のわかる各階平面図を標識設置届と同時に提出してください。

説明会等報告書
( 第 ４ 号 様 式 )

正１部 ・・	個別に説明した場合は「個別説明名簿」
・・	説明会を開催した場合は「出席者名簿」「議事録」
・・	配布又は説明資料

副１部 ・・	配布・説明資料は必要ありません（正のコピーも可）
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建築紛争（この制度で扱うもの)
　中高層建築物の建築に伴って生ずる生活環境への影響（日照・通風・採光の阻害、電	

波障害、工事中の騒音・振動等）に関するものとし、資産価値の低下や土地の境界に関	

する紛争等は対象としません。

あっせん
・・区は原則として当事者双方から紛争調整の申し出があったときに、あっせんを行います。

・・当事者の出席を求め、紛争の要点を確かめ整理をし、当事者間の合意が成立するよう	

助言を行い解決を図ります。

・・合意が成立する見込みがないときは、あっせんを打ち切ります。

調　　停
・・区は、あっせんを打ち切った場合、必要があると認めるときは、当事者に対し、調停	

に移行するよう勧告することができます。

・・原則として当事者双方が勧告を受諾したときは、調停を行います。

・・調停は区長が附属機関である「杉並区建築紛争調停委員会」の意見を聞いて行います。

　この委員会は、法律・建築等の専門家で構成されています。

・・合意が成立する見込みがないときは、調停を打ち切ります。

公表について
　あっせん又は調停のため、区長が必要があると認めたときは、当事者に出頭や関係図

書の提出を求めたり、工事着手の延期・工事の停止を要請することがあります。この要	

請に、正当な理由なく従わないときは、これを公表することがあります。

３.  あっせん・調停制度について

2022.8

●紛争調整の流れ

建築主 合 意 ・ 解 決

近隣関
係住民
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※あっせん・調停は非公開です｡
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